
○　主文
一　本件訴えのうち、被告が昭和五六年一二月二日付でした別表（１）の１ないし
１２、１５、１６、１８ないし３６、３９、４２ないし６３、６５ないし７９、８
１、８３、８４、８７ないし９５、９７ないし１３２、１３４ないし１３６、１３
９ないし１９２、１９５ないし２１４、２１７ないし２１９、２２２ないし２２
９、２３２ないし２３６、２３８ないし２５８、２６０ないし２７２、２７５ない
し３０４、３０８ないし３１５、３１７ないし３３４、３３６ないし３５７、３５
９ないし３６６、３７２ない３７９記載の者にかかる選挙人名簿の登録に関して原
告らの申し出た異議を棄却する旨の決定の取消しを求める訴えを却下する。
ニ　１被告が昭和五六年一二月二日付でした別表（１）の１４、３７、３８、８
０、８２、９６、１３３、１３７、１３８、１９３、１９４、２１５、２１６、２
２０、２２１、２３０、２３１、２５９、２７４、３０７、３１６、３３５、３５
８、３６７ないし３６９、３７１記載の者にかかる選挙人名簿の登録に関して原告
らの申し出た異議を棄却する旨の決定を取り消す。
三　原告らのその余の請求を棄却する。
四　訴訟費用は被告の負担とする。
○　事実
第一　当事者の求めた裁判
一　請求の趣旨
１　被告が昭和五六年一二月二日付でした別表（１）記載の者にかかる選挙人名簿
の登録に関して原告らの申し出た異議を棄却する旨の決定を取り消す。
２　訴訟費用は被告の負担とする。
二　請求の趣旨に対する答弁
１　原告らの請求を棄却する。
２　訴訟費用は原告らの負担とする。
第二　当事者の主張
一　請求原因
１　原告らは選挙人である。
２　被告は、選挙期日を昭和五六年一二月六日とする滋賀県東浅井郡＜地名略＞町
議会議員の一般選挙（以下本件選挙という）を行うに際し、住民基本台帳に記録さ
れていた別表（１）記載の者を選挙人名簿に登録（以下本件登録という）し、同年
一一月二九日から選挙人名簿の縦覧を開始した。
３　右の者については、他の市町村から＜地名略＞の区域内である別表（１）の大
字名欄記載の地に住所を移したとして、別表（１）の住民票作戊年月日欄記載の日
に転入届が提出されているものの、実際には、右の者は＜地名略＞の区域内に住所
を有していなかつたので、昭和五六年一一月二九日、原告らは被告に対し、本件登
録に関し、右の者が被登録資格を欠くとして異議を申し出たが、被告は、同年一二
月二日付で、右異議申出には理由がないとしてこれを棄却する旨の決定（以下本注
棄却決定という）をした。
４　しかしながら、虎姫町長による右の者にかかる住民基本台帳の整備、本件登録
及び本件棄却決定には次のような違法事由が存するから、本件棄却決定は取消しを
免れない。
（虎姫町長の住民基本台帳整備の違法）
虎姫町長は、常に、住民基本台帳を整備し、住民に関する正確な記録が行われるよ
う努めなければならない（住民基本台帳法三条一項）し、住民基本台帳の正確な記
録を確保するため必要な措置を講じなければならない（同法一四条）ところ、別表
（１）記載の者にかかる転入届は選挙目当ての実体のないものであることが明らか
だつたのであるから、虎姫町長は、右の責務を果して、右転人届を受理しないか、
受理して住民票に記載してもこれを抹消すべきであつたのに、右責務を果さず、右
転人届を受理して右の者を住民基本台帳に記録したまま、本件登録をなすに任せた
ことは違法である。
（本件登録の違法）
（一）　別表（１）記載の者は虎姫町に住所を有していたことがなく、したがつて
被登録資格を欠くのに、右の者を選挙人名簿に登録したことは違法である。
すなわち、（１）昭和五六年八月には四一二人が虎姫町に転入しているが、これ
は、転入増の社会的要因がないのに、通常月の約二〇倍にのぼる大量転入であるこ
と、（２）そのうち二六九名が代理人によつて届出がなされており、しかも、その
うちの多数が同一の代理人によつていること、（３）同一の転入先に一〇数人が転



入していること、（４）転入先には本件選挙における立候補者が多数含まれている
ことなどから、別表（１）記載の者にかかる転入届が、本件選挙における選挙人資
格を作出する目的をもつてなされた実体のないものであることは明らかである。
（三）　被告は、選挙人名簿への登録に際しては、被登録資格を欠く者を登録しな
いように十分調査を尽すべきである（公職選挙法施行令一〇条参照）のに、これを
怠つたまま本件登録をしたことは違法である。
（本件棄却決定の違法）
被告が、原告らの異議申出に対し、何らの調査もせず、本件棄却決定をしたことは
違法である。
５　よつて、原告らは、公職選挙法二五条に基づき、被告が昭和五六年一二月二日
付でした別表（１）記載の者にかかる選挙人名簿の登録に関して原告らの申し出た
異議を棄却する旨の決定（本件棄却決定）の取消しを求める。
二　本案前の主張
１　公職選挙法二四条所定の異議申出の制度は、選挙人名簿における内容の適正
（脱漏、誤載の防止）の確保を目的とするものであるから、同法二五条所定の訴訟
も、選挙管理委員会の決定が違法であることを宣言するためのものではなく、現に
存在する選挙人名簿の内容の誤りを是正し、その適正を確保するためのものであ
る。このことは、同法四二条一項が「選挙人名簿に登録されるべき旨の決定書又は
確定判決書」と規定し、選挙人名簿への登録脱漏を主張する選挙人が、右の異議お
よび訴訟において選挙人名簿への登録を求めることを許容していることからも窺わ
れる。すると、選挙人名簿に登録された者につき、被登録資格の欠缺を主張して異
議決定の取消しを求める訴えにおいては、右の者が選挙人名簿から抹消されれば、
訴えの利益を欠くに至るというべきである。
２　そして、被告は、別表（１）記載の者のうち、１ないし１２、１５、１６、１
８ないし３６、３９、４２ないし６３、６５ないし７９、８１、８３、８４、８７
ないし９５、９７ないし１３２、１３４ない１３６、１３９ないし１９２、１９５
ないし２１４、２１７ないし２１９、２２２ないし２２９、２３２ないし２３６、
２３８ないし２５８、２６０ないし２７２、２７５ないし３０４、３０６、３０８
ないし３１５、３１７ないし３３４、３３６ないし３５７、３５９ないし３６６、
３７２ないし３７９記載の者（以下被抹消者という）を、昭和五七年九月二日まで
に、公職選挙法二八条二号に基づいて選挙人名簿から抹消したので、本件訴えのう
ち、被抹消者にかかる本件棄却決定の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠くに
至つた。
三　本案前の主張に対する反論
１　公職選挙法二五条所定の訴訟は、選挙人名簿への登録の違法を宣言するもので
あつて、選挙人名簿からの抹消自体を命じるものではなく、右抹消は右訴訟の判決
に基づいて選挙管理委員会が行なうものである（同法二四条二項、二八条三号参
照）。したがつて、すでに選挙人名簿から抹消されている者についても、訴えの利
益を欠くということにはならない。
２　実際問題として、右抹消によつて訴えの利益がなくなるとすれば、右訴訟が予
定する虚偽転入の場合、再度転出すれば右訴訟の追及を免れることになり、右訴訟
の存在意義がなくなつてしまう。
四　請求原因に対する認否
１　請求原因２の事実は認める。
２　同３のうち、別表（１）記載の者について、他の市町村から＜地名略＞の区域
内である別表（１）の大字名欄記載の地に住所を移したとして、別表（１）の住民
票作成年月日欄記載の日に転入届が提出されていること、原告らが昭和五六年一一
月二九日被告に対し、本件登録に関し右の者が被登録資格を欠くとして異議を申し
出たこと、被告が同年一二月二日付で本件棄却決定をしたことは、いずれも認める
が、その余の事実は否認する。
３　同４の「本件登録の違法」（一）のうち、昭和五六年八月に四一二人が虎姫町
に転入していること、そのうち代理人によつて相当数の転入届がなされているこ
と、同一の者が相当数の転入届を代理人として提出していること、同一の転入先に
複数の者が転入している場合があることは、いずれも認めるが、その余の事実は否
認する。
五　被告の主張
本件登録および本件棄却決定には原告らの主張する違法事由はなく、いずれも適法
である。すなわち、被告は、次に述べるように、本件登録のための資格調査を時間



的制約のもとに可能な限り行つたうえ、別表（１）記載の者につき被登録資格たる
住所要件を充足すると判断した。
１　被告の組織および本件登録の着手
（一）　被告は委員長以下四人の委員と三人の事務局職員で組織されているが、右
三人の事務局職員はいずれも兼務で、町長部局の事務を本務としている。
（二）　被告は、本件登録に関し、昭和五六年一〇月一六日の委員会において日程
を協議し、登録基準日および登録日を同年一一月二八日と決定するとともに、被登
録資格の住所要件については、同年八月二八日以前に住民票が作成または転入届が
され、引続き三か月以上虎姫町の住民基本台帳に記載されている者とした。
（三）　被告は、同年一〇月一六日以降、右三名の事務局職員により本件選挙につ
いての選挙管理事務を執行した。
２　文書による実態調査（以下第一次調査という）
（一）　本件選挙にあたり、町民から「異状に大量の転入者があるので調査された
い」との申出があつたので、被告は、これについて協議した結果、昭和五六年一〇
月一六日虎姫町長に対し、これに対応するよう申入書を提出した。
（二）　町長部局では、
住民基本台帳法三四条による調査を文書によつて行うことを決定し、同年一月一日
より九月三〇日までの転入者のうちすでに転出した者を除く五七六人に対し、同年
一〇月一七日付けで実態調査票を郵送し、現在も虎姫町に住所を有しているか否か
を確認するための署名捺印をめた。その結果、四八九人から、現在も同酊に住所を
有する旨の回答がなされた。
（三）　回答のなかつた八七人については、再度、実態調査票を郵送し、現在も同
町に住所を有しているか否かを確認するための署名捺印および回答が遅れた理由の
記入を求めた。その結果、八五人から、現在も同町に住所を有する旨の回答がなさ
れた。
３　訪問による実態調査（以下第二次調査という）
（一）　右三人の事務局職員のみで資格調査を昭和五六年一一月二八日までの短期
間のうちに実施するのは困難であつたため、被告は、虎姫町長に申し入れて、住民
登録事務吏員の証を有する調査員に選挙事務を委嘱し、合同調査を実施することに
した。
（二）　そして、虎姫町役場職員の大部分にあたる四四人の職質を調査員として動
員し、転入者のうち同居人として届出のあつた九〇世帯三一六人につき、現在も虎
姫町に住所を有しているか否かを確認するため、世帯主またはこれに代るべき人等
を訪問し、面談による調査を実施した。右調査は、当初同月四日から一〇日までの
予定で行われたが、不在等の場合に再度訪問する必要があつたため、結局予定を一
週間延長して同月一七日まで行われた。その結果、八四世帯三一〇人については、
現在も同町に住所を有することが確認された。
４　文書による補充調（一以下第三次調査という）
第一次調査で回答のなかつた二人および第二次調査で確認を得られなかつた六世帯
六人について、前住所地の市町村に文書による照会を行い、かつ前住所地に住民実
態調査票を郵送した。その結果、右八人についても、＜地名略＞に住所を有するこ
とが確認された。
六　被告の主張に対する反論
被告の行つた資格調査は、次に述べるように、ずさん極まりないものであつて、右
調査をもつて、被告が適法に調査義務を尽したものとはいい得ない。
（第一次調査について）
（一）　実態調査票が転入届に記載された世帯主のもとへ郵送されているため、自
宅を同居先にして大量の改偽転入を組織している主謀者が、でたらめな回答をする
ことは明らかであり、本人による回答の形をとつていても、
それが本人の意思に基づくものとの確認はできない。実際にも、返送された実態調
査票の筆跡を検討すると、二通以上を同一人が記載したと見られるものは四〇種類
あつて、それらによる回答数は一一八人にのぼつている。
（三）　仮に回答が本人の意思に基づいてなされたとしてもそのことから直ちに本
人がそこに住所を有しているということの確認にはならない。
（二）　第一次調査によつても、転入届の本人欄の署名、印影（住民基本台帳法施
行令二六条により、建前上は本人のものとして扱われる）と実態調査票の本人欄の
それらとを照合すれば、本人が回答したものかどうか明らかになるのに、右照合す
ら行つていない。実際に右照合を行つてみると、大部分が明白に相違しているので



ある。
（第二次調査について）
第二次調査は、調査貝が、一軒一軒訪問して直接本人に面接したうえ本人がいるか
どうかを確認したものではなく、本人の氏名を予め記載した住民実態調査書を持つ
て、転入届に記載された世帯主を訪ね、右世帯主に対し、右調査書に基づいて本人
がいるか否かを聞き、住んでいると言えば、それをうのみにするというものであつ
た。しかも、世帯主に聞いたといいながら、隣人に聞いたり、住民実態調査書を隣
人に預けて、後で受け取りに行つたりしている。このような調査方法では到底本人
が住所を有しているかどうかを確認することはできない。
第三　証拠関系（省略）
○　理由
一　被告が本件選挙を行うに際し、本件登録をして昭和五六年一一月二九日から選
挙人名簿の縦覧を開始したこと、別表（１）記載の者について、他の市町村から虎
姫町の区域内である別表（１）の大字名欄記載の地に住所を移したとして、別表
（１）の住民票作成年月日欄記載の日に転入届が提出されていること、原告らが昭
和五六年一一月二九日被告に対し、本件登録に関し右の者が被登録資格を欠くとし
て異議を申し出たこと、被告が同年一二月二日付で本件棄却決定をしたことは、い
ずれも当事者間に争いがなく、原告らが選挙人であることは、被告において明らか
に争わないから、自白したものとみなす。
二　本件訴訟は、公職選挙法二五条に基づくものであつて、名簿修正訴訟といわれ
るものであるが、まず、その性質を検討する。
１　公職選挙法によると、投票をすることができる者は原則として選挙人名簿に登
録されている者に限られる（同法四二条一項本文）。そこで、
同法は、選挙人名簿の重要性に鑑みて、その正確性を確保するため、種々の方策を
講じている。すなわち、同法は、選挙管理委員会に対し、被登録資格について調査
義務を課す（二一条三項）とともに、選挙人名簿の脱漏（登録すべき者を誤つて登
録しなかつたこと）、誤載登録すべきでない者を誤つて登録したこと）を知つた場
合にはこれを修正する義務を負わせる（二六条、二八条三号）　一方で、選挙人に
も正確性確保のための役割の一端を担わせ、縦覧に供された選挙人名簿の登録に関
して選挙管理委員会に対し異議を申し出ることができる（二四条一項）こととし、
さらに、右異議申出に対する決定という選挙管理委員会の終局的判断が出た段階
で、これを訴訟において争うことができる（二五条一項）ものとしている。
２　そして、右にみた公職選挙法が本件訴訟を設けた趣旨に、選挙管理委員会に対
する異議申出の事由が選挙人名簿の脱漏、誤載に限られること（同法二四条二項参
照）、同法が、選挙人名簿の登録から判決の確定に至るまでをできるだけ短期間に
制限する（二二条、二三条、二四条一項、二項、二五条一項、四項、二一三条一
項、二五条三項）とともに、選挙人名簿に登録されていない者でも、選挙人名簿に
登録されるべき旨の確定判決書を所持する者には投票させなければならない旨（四
二条一項）を規定し、本件訴訟によつて選挙人名簿の脱漏、誤載を選挙期日までに
修正させることを意図していることを考え合わせると、本件訴訟は、特定人につき
登録時において選挙人名簿に登録される資格を有したか否かを確認し、選挙人名簿
の脱漏、誤載を修正するものであると解するのが相当である。
三　本案前の主張について
本件訴訟は、前記のとおり選挙人名簿の脱漏、誤載の修正を目的とするものである
から、口頭弁論終結時においてこれが修正（登録または抹消）されておれば、既に
右の目的を遂げたことになり、本件訴訟は訴えの利益を欠くに至るものといわざる
を得ない。これを本件についてみるに、いずれも成立に争いのない乙第七ないし第
九号証によると、被抹消者が昭和五七年九月二日までに選挙人名簿から抹消された
ことが認められ、右事実によると、本件訴えのうち、被抹消者にかかる本件棄却決
定の取消しを求める訴えは、訴えの利益を欠き、却下を免れない。
四　そこで、
以下別表（１）の１３、１４、１７、３７、３８、４０、４１、６４、８０、８
２、８５、８６、９６、１３３、１３７、１３８、１９３、１９４、２１５、２１
６、２２０、２２１、２３０、２３１、２３７、２５９、２７３、２７４、３０
５、３０７、３１６、３３５、３５８、３６７ないし３７１記載の者（以下被登録
者という）にかかる本件棄却決定の取消請求について判断する。
１　「虎姫町長の住民基本台帳整備の違法」、「本件登録の違法」（二）、「本件
棄却決定の違法」の各主張について



右主張の各違法事由は、住民基本台帳の整備手続あるいは選挙人名簿への被登録資
格の調査手続における瑕疵であるところ、本件訴訟は、前記のとおり特定人につき
登録時において選挙人名簿に登録される資格を有したか否かを確認するものである
から、右のような手続上の瑕疵はそれだけでは本件棄却決定を取り消す事由とはな
り得ず、右の各主張はいずれもそれ自体失当である。
２　「本件登録の違法」（一）の主張について
本件訴訟は、前記のとおり特定の権利関係につきその不存在の確認を求める訴えと
構造を同じくするものであり、しかも、公職選挙法施行令一〇条一項によると、選
挙管理委員会は被登録資格を有することについて確認が得られない者を選挙人名簿
に登録してはならないのであるから、被登録資格の存在については被告が立証責任
を負うと解するのが相当である。そこで、この観点から、以下被登録者が＜地名略
＞の区域内に住所を有していたか否かを判断することとする。
（一）　いずれも成立に争いのない甲い第一〇号証の五、六、第一五号証、証人
Ａ、同Ｂの各証言および弁論の全趣旨を総合すると、＜地名略＞の昭和五五年度の
人口は六四六二人であつたこと、虎姫町への転入者は、昭和五六年一月から六月ま
で毎月二〇人前後であつたのに、同年七月には六四人、八月には四二一人と異常に
増加したこと、七月、八月の転入の内容をみると、その多数が二〇歳以上の者の、
世帯からの一部転入で、しかも、半数以上が代理人によつて届出がなされており、
一月ないし六月の転入の内容とは明らかに異なつていたこと、転入者が急増するに
ついて特段の社会的要因はなかつたことが認められ、右認定に反する証拠はない。
そこで、右認定事実と前記当事者間に争いがない事実とをさらに総合して考える
と、被登録者にかかる転入届は一応提出されているものの、
そのうち昭和五六年七月、八月に転入届が提出されている者（別表（１）の６４、
２７３、３０７記載の者を除くその余の者）については、そのなかに虎姫町の区域
内に住所を有しないのに本件選挙における投票を目的として転入届出がなされた者
の含まれる疑いが極めて濃厚であるから、被告は、被登録者（別表（１）の６４、
２７３、３０７記載の者は五月または六月に転入届が提出された者であるから除外
する）が＜地名略＞の区域内に住所を有したことにつき、さらに立証を要するとい
うべきである。
（二）　被告は、第一次ないし第三次調査によつて、被登録者が＜地名略＞の区域
内に住所を有したことにつき確認が得られた旨を主張するので、以下この点につい
て検討する。
（１）　いずれも成立に争いのない甲い第一号証の一、二、第二号証、第二三号
証、乙い第一、第二号証、第四ないし第六号証、乙ろ第八〇五号証、いずれも証人
Ａの証言により「世帯主氏名」欄の署名、印影および一世帯主に代るべき人の氏
名」欄の署名、印影、続柄の記載以外は真正に成立したものと認められる乙ろ第七
三〇、第七四〇、第七四二、第七五五、第七六一、第七六四、第七六六、第七七
八、第七九〇、第七九三、第七九八、第七九九号証、証人Ａ、同Ｂの各証言および
弁論の全趣旨を総合すると、昭和五六年一〇月から一一月までの間に第一次ないし
第三次調査が行われたこと、第一次調査の結果、別表（１）の２５９記載の者を除
くその余の被登録者につき署名、捺印のある回答文書（実態調査票）が返送され、
第二次調査の実施結果は別表（２）記載のとおりであり、第三次調査の結果、別表
（１）の２５９記載の者につき、岐阜市長から、右の者が岐阜市から虎姫酊へ転入
したことは間違いない旨の回答を得るとともに、右の者から署名、捺印のある回答
文書（実態調査票）が返送されたこと、実態調査票は住民票が転写されたもので、
回答者はこれに署名、捺印をするにすぎなかつたこと、第二次調査にあたつた調査
員は、予め転入者名を記載しておいた住民実態調査書を持参したうえ、世帯主また
は世帯主に代わるべき者に対し、右記載事項が正当であるか否か、被登録者と世帯
主との続柄、被登録者が現在どこにいるかにつき「居住している」「出稼」「下
宿」「入院中」「旅行中」「出張中」「その他」のいずれに該当するかを発問した
にすぎず、
それ以上の突つ込んだ質問は全く行つていないこと、ましてや被登録者（但し、世
帯主である別表（１）の２３０記載の者を除く）に対して直接面接した事実がない
こと、第三次調査による岐阜市長からの回答書中には旧住所地を実態調査した旨の
記載があるが、右実態調査の内容は不明であることが認められ、右認定に反する証
拠はない。
（２）　そこで、右認定事実に、前認定のように被登録者にかかる転人届出のなか
には本件選挙における投漂を目的とした虚偽のものが含まれている疑いが濃厚であ



ることを考え合わせると、被登録者については第一次ないし第三次調査によつて＜
地名略＞の区域内に住所を有する旨の回答が得られているものの、いすれの調査も
虚偽の転入者か否かを選別するに足る十分な調査方法とはいい難く、右の各調査に
よつて回答を得られたというだけでは、いまだ被登録者（前記のとおり＜地名略＞
の区域内に住所を有したことにつき疑いを抱く事情のない別表（１）の６４、２７
３、３０７記載の者を除く）が＜地名略＞の区域内に住所を有したことを認めるこ
とはできない。
（三）　当裁判所が被告の申出により証人として被登録者を取り調べることとして
昭和五七年五月呼出状を送付したところ、その送達状況および出頭状況が別表
（３）記載のとおりであることは、記録上明らかである。そこで、右の各状況や証
言内容をも勘案して、さらに検討を加える。
（１）　別表（１）の８０、８２、９６、１３３、１９３、１９４、２２１２５
９、２７４、３３５、３５８、３６７ないし３６９、、３７１記載の者について
は、第一次ないし第三次調査の結果に別表（３）記載の送達状況を勘案しても、な
お、虎姫町の区域内に住所を有したことを認めることができず、他に右事実を認め
るに足りる証拠はない。
（２）　Ｃ（別表（１）の１３記載の者、以下番号のみを付する）について
証人Ｃの証言によると、Ｃは、昭和五六年七月三一日から現在まで、夫Ｄおよび長
男Ｅとともに、＜地名略＞に所在する実父Ｆ所有の柿の木分譲一番に居住している
ことが認められ、右認定に反する証拠はない。してみると、Ｃは＜地名略＞の区域
内に住所を有していたというべきである。
（３）　Ｇ（１４）について
証人Ｃの証言によると、Ｇは、Ｃの姑であるところ、
昭和五六年八月初めころ＜地名略＞の前記Ｃ方に転がり込むまでは、内縁の夫とと
もに生活し、しかも、その後も右Ｃ方と内縁の夫の居宅とを行つたり来たりして生
活していたことが認められ、右認定に反する証拠はない。そして、公職選挙法二一
条一項所定の「住所」とは各人の生活の本拠を指すものと解するを相当とするとこ
ろ、右認定事実によると、Ｇが右Ｃ方を生活の本拠としていたのとはいい難く、他
に右事実を認めるに足りる証拠はない。
（４）　Ｈ（１７）について
証人Ｈの証言によると、Ｈは、昭和五六年五月末ころから現在まで、内妻Ｉおよび
子供二人とともに、＜地名略＞所在の家屋に居住していることが認められ、右認定
に反する証拠はない。してみると、Ｈは＜地名略＞の区域内に住所を有していたと
いうべきである。
（５）　Ｊ（３７）、Ｋ（３８）について
証人Ｊ、同Ｋは、おおよそ「ＪとＫは滋賀県長浜市（以下単に長浜市という）＜地
名略＞所在の借家に居住にしていたが、Ｊの実母Ｌが病気になつたので、昭和五六
年夏ころ同人が居住していた＜地名略＞所在のＪの実父Ｍ方（田川団地内）に引つ
越し、昭和五七年三月再び右借家に戻つた」旨を証言する。しかしながら、証人Ｋ
の証言により真正に成立したものと認められる乙ろ第二九号証、証人Ｊ、同Ｋの各
証言を総合すると、ＪとＫとは夫婦であつて、右両名は昭和五三年秋ころから二人
だけで長浜市＜地名略＞に所在する借家に居住していたこと、右両名は、昭和五六
年八月七日＜地名略＞（田川団地内のＪの実父Ｍ方）に住所を移したとして転入届
出をした後も、右借家を引き続いて借り、賃料を支払つていたこと、Ｊは転入届出
の前後を通じて長浜市内の堀川運輸に勤めていたこと、右Ｍ方には、Ｊの実母Ｌの
ほか実父Ｍおよび妹も同居しており、Ｌの看病のためにあえてＪ、同Ｋの両名が転
居しで来る必要はなかつたこと、右堀川運輸の経営者Ｎは本件選挙における立候補
者であつたところ、Ｊは多数の者のために代理人として虎姫町内への転入届を提出
していることが認められ、右誌定に反する証拠はない。そして、右認定事実と、
Ｊ、
同Ｋがいずれも、再び長浜市内の借家に戻つたとする事情について明確な証言を避
けていることに照らすと、前記証言のうち右Ｍ方に居住していたとする部分はたや
すく措信できず、他には右両名が＜地名略＞の区域内に住所を有していたことを認
めるに足りる証拠はない。
（６）　Ｏ（４０）、Ｐ（４１）について
証人Ｏの証言によると、ＯとＰは夫婦であつて、右両名は、昭和五六年四月から現
在まで、虎姫町＜地名略＞所在の妻の実母所有の家屋（東団地内）に居住している
ことが認められ、右認定に反する証拠はない。してみると、右両名は＜地名略＞の



区域内に住所を有していたというべきである。
（７）　Ｑ（８５）、Ｒ（８６）について
証人Ｑ、同Ｒの各証言を総合すると、ＱとＲとは夫婦であつて、右両名は、昭和五
六年七月から現在まで、長男Ｓとともに、虎姫町＜地名略＞に所在するＱの実母の
親類Ｔ所有のみどり団地二六号に居住していることが認められ、右認定に反する証
拠はない。してみると、右両名は＜地名略＞の区域内に住所を有していたというべ
きである。
（８）　Ｕ（１３７）、Ｖ（１３８）について
証人Ｖの証言、これによつて真正に成立したものと認められる乙ろ第一二〇号証を
総合すると、ＵとＶは昭和五六年五月結婚し、長浜市＜地名略＞に居住していた
が、同年八月八日＜地名略＞の九に所在するＶの実父Ｗ方に同日住所を移したとし
て転入届出をしたこと、同年九月ころ妊娠中のＶは右実父方に帰り、昭和五七年二
月までそこに居住していたこと、ＵもＶといつしよに右Ｗ方に居住するようになつ
たことが認められ、右認定に反する証拠はない。ところで、証人Ｂの証言による
と、選挙管理委員会は、昭和五六年一〇月一六日の委員会で、同年八月二八日以前
に住民票が作成されたか、または転入届出をした者について選挙人名簿に登録する
旨を決定したことが認められ、右認定事実によると、被登録資格のうち住所要件に
ついても、昭和五六年八月二八日以前から＜地名略＞の区域内に住所を有していな
ければならないことになる。そして、前認定の事実によると、右両名が昭和五六年
九月ころ以降＜地名略＞の区域内に住所を有するようになつたことは認められる
が、
本件全証拠によるもその始期を明らかにすることができないから、右両名はいすれ
も被登録資格を欠いたものであるといわざるを得ない。
（９）　Ｘ（２１５）、Ｙ（２１６）について
証人Ｙの証言により真正に成立したものと認められる乙ろ第一八二号証、証人Ｘ、
同Ｙの各証言および弁論の全趣旨を総合すると、ＸとＹとは夫婦であること、右両
名は長浜市＜地名略＞所在の自宅（所有名義はＸの実父）に長男Ｚ（昭和五六年一
月八日生）とともに居住していたが、Ｙの祖母Ｐ１がリユ－マチにより長浜市民病
院に入院して＜地名略＞所在の同人方（Ｙの実父Ｐ２の所有）が空屋になつたた
め、右Ｐ２から留守番を頼まれ、同年七月二九日ころ、長男とともに右Ｐ１方で寝
泊りするようになつたこと、右両名は下着等当面必要な物を持参しただけで、家財
道具は自宅に置いたままであること、Ｘは滋賀県彦根市内の会社に通勤していると
ころ、帰宅が遅くなるので長浜市内の自宅に泊ることもあり、また、土曜日の夜は
大津市内の実父方に泊つていること、Ｙは昼間留守がちであつて、自治会の区長や
組長の名前さえ知らないこと、Ｘ、同Ｙは、右Ｐ１が退院して帰宅するときには、
長浜市内の自宅に帰るつもりであることが認められ、右認定に反する証拠はない。
そこで、右認定事実と、別表（３）のとおりＸ、同Ｙへの各呼出状がいずれも＜地
名略＞ではなく長浜市でＹによつて受領されていることをさらに総合して考える
と、右両名の生活の本拠は、その生活の実態および意識からみて、虎姫町ではなく
長浜市にあるものといわざるを得ない。
（１０）　Ｐ３（２２０）、Ｐ４（２２０）、Ｐ５（２３１）、Ｐ６（３１６）に
ついて
証人Ｐ４、同Ｐ５は、いずれも「内縁関係のＰ４、Ｐ５は、＜地名略＞＜地名略＞
所在の公営住宅にＰ３、Ｐ７夫婦とともに同居していた」旨、証人Ｐ４は、「Ｐ６
も右公営住宅に同居していた」旨をそれぞれ証言する。しかしながら、証人Ｐ４、
同Ｐ５の各証言を総合すると、Ｐ４とＰ５とは内縁関係にあつて、神戸市内に居住
していたが、昭和五六年五月ころ、知人が経営する長浜市内の喫茶店を手伝うた
め、右喫茶店の寮である＜地名略＞所在の公営住宅で寝泊りするようになつたこ
と、Ｐ３も同様に右喫茶店を手伝うため右公営住宅で寝泊りしていたが、同人はＰ
４経営の大阪の店にも手伝いに行つたりしていたこと、右公営住宅では右喫茶店の
従業員が入れ替わり立ち替わり寝泊りしていたこと、Ｐ６は右喫茶店の従業員であ
つたことが認められ、右認定に反する証拠はない。そして、右認定事実とＰ４、Ｐ
５がいずれも、転入届出をしたかどうか、第一次調査の実態調査票を返送したかど
うかの点についてあいまいな証言をしていること、さらに、別表（３）のとおりＰ
３、Ｐ４、Ｐ６への各呼出状がいずれも本人ではなく虎姫町＜地名略＞で同居者と
称するＰ８によつて受領され、Ｐ５は同人への呼出状を虎姫郵便局で受領している
ことに照らすと、右四名は右公営住宅には継続して居住していなかつた疑いが濃厚
であつて、前記各証言部分はたやすく措信できず、他には右四名が虎姫町の区域内



に住所を有していたことを認めるに足りる証拠はない。
（１１）　Ｐ９（２３７）について
証人Ｐ９の証言、これによつて真正に成立したものと認められる乙ろ第二〇一号証
を総合すると、Ｐ９は、昭和五六年八月七日から現在まで、＜地名略＞所在のＰ１
０方に居住していることが認められ、右認定に反する証拠はない。してみると、Ｐ
９は＜地名略＞の区域内に住所を有していたというべきである。
（１２）　Ｐ１１（３０５）について
証人Ｐ１１の証言によると、Ｐ１１は、昭和五六年七月ころから現在まで、妻Ｐ１
２とともに＜地名略＞内の旭町公営住宅一六号に居住していることが認められ、乙
ろ第二六六、第六三七号証のうち右認定に反する部分は右証言に照らして措信でき
ず、他に右事実を覆すに足りる証拠はない。してみると、Ｐ１１は＜地名略＞の区
域内に住所を有していたというべきである。
（１１）　Ｐ１３）３７０）について
証人Ｐ１３の証言によると、Ｐ１３は、昭和五六年八月ころから現在まで、＜地名
略＞内のＰ１４方に居住していることが認められ、右認定に反する証拠はない。し
てみると、Ｐ１３は＜地名略＞の区域内に住所を有していたというべきである。
（四）　次に、
前記（一）で認定した事実によつても＜地名略＞の区域内に住所を有したことにつ
き疑いを抱く事情の認められない別表（１）の６４、２７３、３０７記載の者につ
いて、さらに検討を加える。
（１）　Ｐ１５（６４）について
証人Ｐ１５の証言によると、Ｐ１５は、昭和五六年六月一八日から現在まで、、虎
姫町＜地名略＞所在の孫夫婦（Ｐ１６、同Ｐ１７）宅に居住していることが認めら
れ、乙ろ第五三、第三九五号証のうち右認定に反する部分は右証言に照らして措信
できす、他に右事実を覆すに足りる証拠はない。してみると、Ｐ１５は虎姫町の区
域内に住所を有していたというべきである
（２）　Ｐ１８（２７３）について
別表（３）のとおりＰ１８への呼出状は転居先不明により不送達となつているが、
右事実のみによつては同人が＜地名略＞の区域内に住所を有したことに疑いを抱く
事情とはなり得ず、他には右事情を認めるに足りる証拠はない。そして、前記のと
おりＰ１８につき＜地名略＞に住所を移したとして昭和五六年五月二五日転入届が
提出されたことは当事者間に争いがないとこであるから、同人は＜地名略＞の区域
内に住所を有していたものと認定せざるを得ない。
（５）　Ｐ１９（３０７）について
証人Ｐ１９の証言により真正に成立したものと認められる乙ろ第二六八号証、証人
Ａおよび同Ｐ１９の各証言により真正に成立したものと認められる乙ろ第七九〇号
証、証人Ｐ１９の証言を総合すると、長浜市＜地名略＞にはＰ１９の長男Ｐ２０の
自宅があり、現在同人が妻Ｐ２１および子供と居住しているところ、Ｐ１９も昭和
四九年ころから右Ｐ２０方に居住していたこと、昭和五六年六月二二日Ｐ２１は、
自分とＰ１９が長浜市＜地名略＞から世帯主を同人の夫Ｐ２２とする＜地名略＞に
住所を移した旨の転入届出をしたこと、右転人届出の際、Ｐ２１は、両名とも年金
は長浜市で納付する旨を申し出たこと、右新住所には右両名のほか九人が転入した
ことになつていたところ、第二次調査の際、Ｐ１９は、世帯主Ｐ２２に代わる者と
して調査員と面接し、右一一人がいずれも居住している旨を答えていることが認め
られ、右認定に反する証拠はない。そして、右認定事実と、Ｐ１９がＰ２１の居住
の有無や年金納付の場所についてあいまいな証言をし、九人の同居者について追及
されるや証言を拒否したこと、さらに、別表（３）のとおりＰ１９への呼出状が本
人ではなく同居入と称するＰ２３（右認定の同居者九人にも含まれていない）によ
り受領されていることに照らすと、Ｐ１９の生活の本拠を右新住所とすることには
疑いが残り、証人Ｐ１９の証言のうち右新住所に居住していたとする部分はたやす
く措信できないところであつて、他には右事実を認めるに足りる証拠はない。
３　以上によると、別表１４、３７、３８、８０、８２、９６、１３３、１３７、
１３８、１９３、１９４、２１５、２１６、２２０、２２１、２３０、２３１、２
５９、２７４、３０７、３１６、３３５、３５８、３６７ないし３６９、３７１記
載の者にかかる本件登録は被登録資格のない者を登録したものであるから、右の者
にかかる本件棄却決定は違法であつて取消しを免れない。一方、その余の別表１
３、１７、４０、４１、６４、８５、８６、２３７、２７３、３０５、３７０記載
の者にかかる本件登録は被登録資格のある者を登録したものであるから、右の者に



かかる本件棄却決定は適法である。
五　よつて、本件訴えのうち被抹消者にかかる本件棄却決定の取消しを求める訴え
は訴訟要件を欠く不適法なものであるからこれを却下し、別表１４、３７、３８、
８０、８２、９６、１３３、１３７、１３８、１９３、１９４、２１５、２１６、
２２０、２２１、２３０、２３１、２５９、２７４、３０７、３１６、３３５、３
５８、３６７ないし３６９、３７１記載の者にかかる本件棄却決定の取消請求は理
由があるからこれを認容し、その余の者にかかる本件棄却決定の取消請求は理由が
ないからこれを棄却する事ととし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民
事訴訟法八九条、九二条但書を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判官　小北陽三　森　　弘　川久保政徳）
別表（１）～（３）（省略）


